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指針本文に係る修正内容について 

 

 

 第３回福知山市大規模災害対応力強化検討会での委員意見及び市各課による意見を踏ま

え、下記のとおり指針本文への修正を加えた。 

 

  

資料２ 

ページ 該当項目 修正内容 意見元

5 「5 指針策定の視点」 外国人に関する内容を記載した。 委員

12 （1-1-1）緊急輸送道路の改良整備 ”緊急輸送道路”について、注記を記載した。 委員

12

・

13

（1-1-4）孤立の可能性がある集落における道路橋の耐震改修

（1-1-5）孤立の可能性がある集落における災害対応体制の整備

下記のとおり定義づけした。

孤立の可能性がある集落：平時より孤立の可能性がある集落

孤立集落：災害により孤立した集落

委員

13 （1-2-3）応急給水マニュアル策定の検討
取組目標を”策定・運用と記載し、マニュアル策定後は実行性確保の

ための訓練を実施することとした。
委員

14 （1-3-4）防火活動の推進 ライフライン事業者との連携に関する内容を記載した。 委員

15

視点○地域の防災意識の向上

（1-4-3）防災知識の普及啓発

（1-4-3）地域防災リーダーの育成

視点も含め、項目建てを修正した。 委員

16

（1-5-2）備蓄資機材の充実と設置体制の確保

（1-5-3）避難所の環境改善の推進

（1-5-4）新たな資機材の充実による避難所の環境整備

文言を修正した。 委員

18 （2-1-5）受援体制の確保 計画に基づく訓練を実施する内容を記載した。 市

18 （2-1-8）緊急消防援助隊及び府内消防応援隊の受援体制の強化
緊急消防援助隊及び府内消防応援隊の受援体制の強化に関する内容

に修正した。
市

18 【削除】（2-1-11）他自治体及び民間事業者との連携体制の構築 （2-1-11）と内容が重複するため、削除した。 市

18 （2-1-12）災害ボランティアセンターにおける情報共有体制の確保
福知山市社会福祉協議会が立ち上げる、災害ボランティアセンター

に関する内容を記載した。
委員

19
（2-2）2次避難対策の検討

（2-2-1）広域避難体制の確保

1.5次避難の内容を削除し、広域避難及び2次避難についての文言を

修正した。

また、”広域避難”及び”2次避難”について、注記を記載した。

市

”要支援者”について、注記を記載した。 委員

避難行動要支援者名簿の充実に関する取組内容を記載した。 市

19 （2-2-3）避難行動要支援者における避難体制の確保
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 ページ 該当項目 修正内容 意見元

"要配慮者"について、注記を記載した。 委員

"福祉避難スペース"について、注記を記載した。 市

21 （2-3-5）避難者の健康管理体制の確保 災害対策基本法改正の内容を踏まえた書きぶりに修正した。 市

21 【削除】（2-3-6）被災者のメンタルケアの推進
被災者のメンタルケアについては、（2-3-5）避難者の健康管理体

制の確保の内容に含まれるため削除した。
市

21 （2-3-6）医療・介護・福祉等の専門職との連携体制の確保
府の保健医療福祉調整本部及び同地域本部との連携に関する内容を

記載した。
市

21 （2-3-7）専門ボランティア団体及び災害中間支援組織との連携 災害中間支援組織との連携体制の確保に関する内容に修正した。 市

22 （2-4-1）備蓄体制強化の推進
取組内容に記載していた新たな備蓄品目という文言を"公的備蓄等に

係る基本的な考え方に基づく物資"に修正した。
市

22 （2-4-4）地域完結型の備蓄体制の確保
各集落における現状の備蓄体制を確認し、地域完結型の備蓄体制の

確保に向けての検討を行う内容に修正した。
市

23 （2-5-1）ニーズに応じた応急仮設住宅の提供体制の確保
みなし仮設住宅の活用を含めた応急仮設住宅の候補地を検討する内

容に修正した。
市

25 （4-1-1）復興に係る体制の確保 復興計画策定も含めた事前準備に取り組む内容に修正した。 市

25 【削除】（4-1-2）被害認定調査等に係る迅速な判定支援
（2-5-2）に被害認定調査の内容、（2-3-5）に災害関連死の内容を

記載し、削除した。
市

25 【削除】（4-1-3）復興計画策定の検討 （4-1-1）に内容を統合し、削除した。 市

29

｜

32

（資料集）「2 福知山市大規模災害対応力強化検討会資料」 主な委員意見の委員名は記載しないこととした。 委員

（2-2-4）福祉避難所及び福祉避難スペースの充実19


